
倉吉市いきいき長寿社会推進協議会設置要綱

（設置）

第１条 高齢者が住みなれた地域や家庭において、豊かで活力のある生活を送ることがで

きるよう、関係者の幅広い参画を得て、高齢者福祉に関する諸施策について協議するた

め、倉吉市いきいき長寿社会推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(１) 倉吉市介護保険事業計画・高齢者福祉計画の策定・評価・推進に関すること。

(２) 地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営を図ることを目的とした地域

包括支援センター運営協議会の機能に関すること。

(３) その他高齢者福祉に関すること。

（組織）

第３条 協議会は、委員14人以内で組織する。

２ 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(１) 次に掲げる機関又は団体から推薦を受けた者 11人以内

ア 倉吉市社会福祉協議会

イ 倉吉市民生児童委員連合協議会

ウ 倉吉市自治公民館連合会

エ 倉吉市公民館連絡協議会

オ 倉吉市老人クラブ連合会

カ 鳥取県中部医師会

キ 鳥取県老人福祉施設協議会

ク 鳥取県老人保健施設協会

ケ 鳥取県社会福祉士会

コ 鳥取県介護支援専門員連絡協議会中部支部

サ 地域包括支援センター

(２) 学識経験者 １人

(３) 公募による者 ２人以内

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱した日から２年を経過した日の属する年度の末日までとする。

ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

３ 前条第２項第１号の委員が推薦を受けた機関又は団体に属しなくなったときは、当該

委員は、解任されたものとする。

（会長及び副会長）

第５条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。

（会議）

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要に応じて招集し、会長が議

長となる。

２ 協議会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くこと

ができる。



（部会）

第７条 第２条各号に掲げる事項を検討するため、必要があると認めるときは、協議会に

部会を置くことができる。

２ 部会は、計画に関する進捗状況の把握・評価、目標値、新たな施策等の検討を行う。

３ 部会のメンバーは、委員長が別に定める。

４ 部会に部会長を置き、委員長が指名する。

５ 部会長は、部会における協議の経過及び結果を協議会に報告する。

（守秘義務）

第８条 委員、委員の職にあった者及び第６条第２項の規定により会議に出席した者は、

正当な理由なしに、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（事務局）

第９条 協議会の事務局を健康福祉部長寿社会課に置く。

（その他）

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成17年７月15日から施行する。

（倉吉市高齢者保健福祉事業推進委員会設置要綱の廃止）

２ 倉吉市高齢者保健福祉事業推進委員会設置要綱は廃止する。

附 則

この要綱は、平成18年７月20日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年９月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。


